
１．「新卒就職・採用システム」と非正規雇用 

 ○ 「新卒就職・採用システム」は、学校から安定的な職業生活への移行を円滑に

する重要な機能を果たしてきたが、一方で、このシステムに乗りそこなった者に

は、排除の仕組みとなる。近年、「新卒就職・採用システム」の枠外で社会に出

る若者（非正規雇用・無業）が増加傾向にある。＜資料Ｆ－１＞ 

 ○ 日本の非正規雇用は、賃金や能力開発機会などにおいて正規雇用との格差が大

きく、また、正規雇用への移行は簡単ではない。とりわけ、この格差が大きいの

は女性や低学歴層である。その背景には、非正規雇用が性別役割分業観を伴って

拡大してきた歴史があると考えられる。 

 ○ 若年層、特に女性の収入の低下は、子どもの貧困、母子世帯の困窮の深刻化に

つながっている可能性がある。 

２．学校中退者 

 ○ 学校中退者は、「新卒就職・採用システム」からもともと排除されてきた。中

退後、就業までに時間がかかる者が多く、正社員にはなかなかなれないなど、学

校中退者が直面する労働市場は厳しく、また、影響は長期にわたる。＜資料Ｆ－

２＞ 

３．親世帯の経済力 

 ○ 「新卒就職・採用システム」に乗れなかった低学歴層・中退層の背後には、親

世帯の経済的困窮が強く影響していることが考えられる。これは、直接の学費の

みならず、基礎学力、学習習慣・生活習慣の確立の観点からも影響を及ぼしてい

ると考えられ、世代間の貧困の連鎖が危惧される。＜資料Ｆ－３＞ 

４．これらの課題に対応した政策 

 ○ これらの課題に対応した政策として、以下が考えられる。 

学校教育を全うできるようにする支援（子育て世代への経済的配慮など） 

新卒就職システム内での移行支援（職業教育・カリキュラムレベルの企

業との連携など） 

移行困難者への包括的支援、枠外での移行の道筋の準備（雇用型訓練の

ような企業側の視点を織り込んだ訓練など） 

非正規雇用の諸条件の改善、正規雇用を含めた雇用のあり方の見直し（限

定正社員など、正規雇用・非正規雇用の二分ではない雇用形態など） 

小杉礼子・（独）労働政策研究・研修機構特任フェロー 
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１．若年無業者の実態 

 ○ 15～39 歳人口 3,600 万人のうち、「若年無業者」は 200 万人超。中退・不登校

など潜在的若年無業者も含めると、300 万人強。若年無業者は、①就職希望を表

明し、かつ求職行動を起こしている「求職型」、②就職希望を表明しているが、

求職活動は行っていない「非求職型」、③就職希望を表明していない「非希望型」

に分類できる。＜資料Ｇ－１＞ 

 ○ 「求職型」に対しては、従来、雇用対策や失業対策による支援があったが、「非

求職型」や「非希望型」のうち、特に若者に対する対策は、2000 年代に入ってか

ら一部対策が進んできたという状況。 

 ○ 「非求職型」や「非希望型」が求職活動や就職希望をしていない理由について

は、「病気・けがのため」が多いが、「その他」も多く、本人もよく分かっていな

いというのが実態。支援機関を訪れた者の状況を見てみると、無業になった際に

「どうしたらいいのかわからない」という者が多く、労働市場から外れた場合の

対処方法という基礎知識を持っていないことが伺われる。また、若年無業者の半

数は支援機関の利用を躊躇する傾向がある。＜資料Ｇ－２、３＞ 

 ○ 私たちの支援現場では、若年無業者の６割程度が、まずは非正規雇用の形態で

労働市場に参入・再参入したいと考えているが、そのままだと安定的な雇用に就

くことができず、非正規雇用のままか、再度労働市場から離脱することになりか

ねない。能力開発等により、非熟練労働から定型業務・高付加価値業務に移行で

きるような支援が必要。 

２．必要な施策 

 ○ すべての若者が社会的所属を獲得し、「働く」と「働き続ける」を実現できる

ような社会にするため、以下の取り組みが必要。 

生活基盤のない若者への支援（衣食住などの生活・生計のサポートや、

心身の回復期にある若者の体調管理等の支援など） 

経済基盤の脆弱な若者への支援（相談機関等による支援の「実費負担の

原則」が壁となって、支援を受けられない若者がいると考えられること

から、社会的な資源へのアクセスを担保する必要） 

既存の労働システムに（再）参入が難しい若者への支援（柔軟な又は新

しい暮らし方や働き方など、若者が社会生活を送るための支援など） 

工藤啓・認定ＮＰＯ法人育て上げネット理事長 

 『無業社会と若年無業者』（2015 年８月 28 日） 

121



îé îè

122



123



１．日本における格差の現状 

 ○ 世帯単位で見た当初所得格差は拡大しているが、2000 年代以降の再分配所得格

差は横ばい。単身世帯の増加等を排除した世帯員単位（等価所得）で見ると、当

初所得格差は拡大しているが、再分配所得格差は縮小。資産格差は所得格差より

大きく、低貯蓄世帯割合が上昇。全体としては、足元の所得・貯蓄格差拡大は限

定的。＜資料Ｈ－１＞ 

 ○ 所得格差は、1980 年代以降、米英で大きく拡大している一方、大陸欧州・日本

の所得格差の拡大は相対的に軽微。 

 ○ 世代間格差は、将来世代（20～50 歳代）は負担超過であり、世代が若くなるに

つれて負担額が大きくなっている。＜資料Ｈ－２＞ 

２．日本の格差問題の本質 

 ○ 格差拡大の主な背景としては、非正社員の増加、所得格差が大きい高齢者の増

加、ＩＴに代替される非熟練労働者の需要縮小による仕事の二極化などが挙げら

れる。 

 ○ 格差については、富の集中とその承継、貧困層の生活困難や機会喪失など様々

な問題点があるが、日本における格差は、富の集中より貧困層の拡大などが問題。 

 ○ 所得5,000万円超の申告納税者数が2010年以降増加するなど、「富裕層」が徐々

に増加しているが、日本においては「超富裕層」（資産 5,000 万ドル～１億ドル

を超える層）は少ないとされ、富の集中度は相対的に低い水準。 

 ○ 1980 年代以降、相対的貧困率が上昇し、生活保護を受ける世帯の割合（被保護

率）も上昇。相対的貧困率は高齢期に上昇するが、高齢期の貧困リスクは高齢単

身女性世帯等に集中。また、未婚率が高く、貯蓄余力が少なく、将来受け取る年

金収入も少ない非正社員が現役世代で増加しており、「高齢期貧困予備軍」の拡

大も懸念される。＜資料Ｈ－３＞ 

 ○ 一人親世帯の子どもの貧困率が高く、教育や健康を確保する機会の格差につな

がるリスクがある。 

３．格差を巡る政策課題 

 ○ 格差を巡る政策課題として、非正規雇用対策・失業時の政策支援、最低賃金の

引上げ、子どもの貧困対策などが挙げられる。 

 ○ バブル崩壊以降の経済の停滞が長引く中で所得水準が全般的に低下し、貧困層

が拡大している面もあり、経済の成長力を高め、好循環を形成することが格差対

策につながる。＜資料Ｈ－４＞ 

高田創・みずほ総合研究所（株）常務執行役員調査本部長チーフエコノミスト 
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